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錦江町長 楠元 忠洋 殿 

 

錦江町行政改革推進委員会  

会 長  萩 野  誠  

 

第２次行政改革大綱（案）について（答申） 

 

 平成２４年１１月１６日付け錦総第１５５８号で諮問のあった件について、

次のとおり答申します。 

 

記 

 

 平成１８年２月に第１次行政改革大綱及び実施計画を策定し、平成２１年度

にかけて「組織の改革」、「事業の改革」、「財政の改革」、「人の改革」の４つの

柱により行政改革を進め、これまで、組織の再編、職員削減や職員手当の見直

し、公債費の縮減や基金残高の増など財政健全化の目標を達成したことは、一

定の評価に値するものです。 

 しかし、錦江町を取り巻く状況は、少子高齢化や過疎化の進行、景気低迷に

よる税収等の減により厳しい財政状況に直面する一方、多様化する町民ニーズ

への対応や、地方分権の推進による地方自治体の裁量権の拡大など、行政の果

たすべき役割は増大の傾向にあります。また、平成２８年度からは合併市町村

に対する国の財政支援が段階的に縮小されるため、今後も厳しい財政状況が続

くことが予想されます。 

 このような厳しい状況を乗り切るために、状況の変化に柔軟に対応できるよ

う効率的、効果的な行政経営が求められており、今後も行政改革を行い、町民

サービスを維持、向上させていく必要があります。 

 今回、錦江町長から平成２５年度から平成２９年度の５年間の行政改革を進

めるための指針となる第２次行政改革大綱（案）の諮問を受け、当委員会では

町民視点での協議を重ねてきました。その結果、諮問された第２次行政改革大

綱（案）については、基本的に了承しますが、下記のとおり当委員会の付帯意

見として提起しますので、今後行政改革推進本部において十分検討されること

を要望します。 

 なお、第２次行政改革大綱に基づく行政改革の実施については、進捗状況を

当委員会及び町民へ報告し、また、環境変化に適切に対応するために不断の見
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直しが必要であることから、進行管理をする中で実施内容や目標、新しい課題

への対応を含めて、引き続き協議しながら積極的に取り組んでください。 

  

付帯意見 

 

１ 職員の年齢構成について、若年層の職員が少なくなり職員の年齢構成がい

びつな形になっている。現在のままでは将来、知識と経験が一番必要となる

中堅から課長級の人材が不足することが懸念される。年齢構成を是正するた

めに、計画的な職員採用が必要である。 

 

２ 職員数について、多様化する住民ニーズに対応し住民サービスを向上させ

ていくために、適正な職員規模を維持していく必要がある。 

 

３ 職員数が減少する一方で、業務は多種多様化している。研修や人事評価を

通じてどのような業務にも対応できる人材を育成していく必要がある。 

 

４ 錦江園の民営化は、コスト削減だけではなく、民間企業活力によってサー

ビスを向上させることを念頭に進める必要がある。 

 

５ 過疎による人口減少や高齢化により、自治会組織としての機能の維持が難

しくなっている自治会がある。このような自治会に対して、統合等を進める

ための支援策が必要である。 
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